
      

      

      

      

[村松商工会HP] 

【クーポン利用期間】 

令和４年 月 日○金  

 ～ 月 日○月  

◎クーポン利用の際は“必ず”お店にチラシを持参して下さい。 

 （テイクアウト商品等は、注文時にクーポン利用の旨をお伝え下さい。） 

○チラシに掲載されているサービスの詳細は各掲載店へお問合せ下さい。 

○チラシの予備は掲載店、商工会にて配布しているほか、商工会ホーム 

 ページからもダウンロードの上、印刷してご利用いただけます。 

 ※その他本事業に関するご不明点は商工会までお問合せ下さい。

 《クーポン利用時の注意事項》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

      

      

      

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


